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回答書 

 

「一般廃棄物処理体制の構築に係るサウンディング型市場調査」について寄せられた質問

に対し、以下のとおり回答します。 

 

No. 資料名・頁 質問 回答 

1 

 

実施要領 

p.2 現状 

衛生センターでの処理コスト（1

トン当たりの処理費用）はいくら

になりますでしょうか。 

処理費用につきましては、「甲賀

市・湖南市新ごみ処理施設整備検

討委員会 第１回（資料５）『現状

と経緯について』」に、ごみ搬入量

の実績及びごみ処理経費を記載

しておりますので、御参考として

下さい。 

2 

 

実施要領 

p.4 調査内容 

【民間委託ケース】 

民間委託ケースにおいて、数社で

協力体制を敷くことは可能でし

ょうか。 

可能です。 

3 

 

 

実施要領 

p.5 調査内容 

【公民委託ケース】 

公民連携ケースにおいて、建設可

能用地は確保していただけるの

でしょうか。 

現時点で建設候補地はありませ

ん。 

4 

 

実施要領 

p.5 調査内容 

【公民委託ケース】 

公民連携ケースにおいて、建設に

あたり地元住民同意や住民説明

への行政支援はありますか。 

公民連携による整備を行う場合、

必要に応じて支援しますが、住民

説明会用資料の作成、住民説明会

時の質疑回答（技術的内容等）は

事業者にてお願いします。 

5 

 

実施要領 

p.5 調査内容 

【公民委託ケース】 

両ケースにおいて、物価上昇等に

おける処理単価の見直しに応じ

てもらえますでしょうか。 

本サウンディングは制度設計前

の意見聴取段階であり、詳細条件

は未定ですが、物価変動等を踏ま

えた見直し条項の設定は妥当で

あると考えています。 

6 

 

実施要領 

p.5 調査内容 

【公民委託ケース】 

民間委託ケースと公民連携ケー

スの両方について回答をして 

もよろしいでしょうか。 

構いません。 

7 

 

実施要領 

p.5 調査内容 

【公民委託ケース】

(3)契約・費用・用地

等について 

「3-3．建設用地の候補について

記入してください。」 

とありますが、建設用地の候補が

ない場合でも、本サウンディング

型市場調査にエントリーするこ

とは可能との理解でよろしいで

しょうか。 

 

可能です。 

建設用地が未定でも、本調査の趣

旨に沿って事業スキームや事業

意向に関する提案のみでも問題

ありません。 



 

2 

No. 資料名・頁 質問 回答 

8 

 

実施要領 

p.5 調査内容 

【公民委託ケース】 

5 ページ末尾に、「注：新たに整備

する施設数は 1 施設に限りませ

ん。」とありますが、施設数が決定

するおおよその時期はいつ頃で

しょうか。また、施設数が複数と

なった場合、各施設で処理方式が

異なることもあるのでしょうか。 

さらに、異なった処理方式で複数

の施設整備を行うとした場合で、

公共が連携する民間事業者も異

なることがあり得るのでしょう

か。 

本サウンディング調査の結果を

踏まえ、運搬・処理費用など総合

的な視点から、効率的な将来のご

み処理の在り方の検討を深める

中で、県が策定する広域化計画等

も考慮しながら、検討を進めてい

く予定です。 

施設数が複数で、各施設で処理方

式が異なるケースも、選択肢の１

つと考えています。 

また、異なった処理方式で複数の

施設整備を行うとした場合は、施

設ごとに連携する民間事業者が

異なることもあり得ると考えて

います。 

なお、本サウンディング調査にお

いては、事業者の提案に制限は設

けていません。 

9 

 

実施要領 

p.7 個別対話の実施 

対面（5 名以内）と Web（複数名）

の併用は可能でしょうか。 

構いません。 

10 

 

実施要領 

p.7 個別対話の実施 

対話の実施場所は連絡先（滋賀県

甲賀市水口町水口 6218 番地 

甲賀広域行政組合）にて対応と考

えてよろしいでしょうか。 

様式１ ２「個別対話の実施希望

場所」に記載のとおり、衛生セン

ター第２施設、もしくは Web から

選択してください。（対面、Web の

併用は可能） 

11 

 

様式２ 

p.6 

（2）残渣処理の委託・

処理生成物の引取先

確保について 

2-1．に「焼却灰、残渣、堆肥等」

とありますが、このうち「残渣、

堆肥等」とは、どのようなごみを

指すのでしょうか。 

「残渣」は焼却工程で発生する不

燃性残留物（不燃ごみ・処理残渣）

を指し、「堆肥等」はバイオ処理や

資源化工程で発生する堆肥化物・

肥料資材等を指します。 

なお、本調査では処理方式を焼却

に限定せず、多様な処理プロセス

を対象としており、各方式におけ

る処理残留物や生成物のすべて

が「堆肥等」に該当し得るものと

してご検討ください。 

 


